
 
 

災害復旧融資の取扱いについて 
 
 ２０１９年台風第１９号により被災された皆さまには、心よりお見舞い申しあげます。 
 埼玉縣信用金庫では、災害復旧支援のため、災害復旧融資を取り扱っております。 
 
 
１．法人・個人事業主のお客さま 

ご融資の名称 《さいしん》災害復旧支援資金 
お 使 い み ち 事業資金（運転資金・設備資金） 
ご 融 資 金 額 ２，０００万円以内 
ご 融 資 期 間 ５年以内（元金据置期間１年以内） 
ご 融 資 金 利 当金庫所定利率（変動金利） 
担保・保証人 個別にご相談させていただきます 

 
２．個人のお客さま 

ご融資の名称 災害復旧ローン 
お 使 い み ち 被災からの生活再建にかかる資金 
ご 融 資 金 額 ５００万円以内 
ご 融 資 期 間 １０年以内（元金据置期間６ヶ月以内） 
ご 融 資 金 利 当金庫所定利率（変動金利） 
担保・保証人 必要ありません 

 
※詳しい商品内容につきましては各支店・ローンセンターまでお問い合せください。 
※ご融資の際には当金庫所定の審査をいたします。結果によってはご希望に添えない 

場合もございますので、ご了承ください。 
 


